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資料 4-2 

広域地方計画区域に係る論点について 

 

Ⅰ．東北地方関係 

①東北地方全体としての広域連携の取組

がある一方で、北東北や南東北のそれ

ぞれにおいて広域連携の取組もあるこ

とから、南北に分けるか否か。 

 

②新潟県については、これまで東北開発

促進計画の区域であり、また経済連合

会、知事会においても東北地方に含ま

れている一方で、自然や経済・社会デ

ータ、地方支分部局の管轄区域からみ

ると首都圏や北陸地方とのつながりも

あることから、どのように考えるか。 

 
 
 
 

Ⅱ．首都圏及びその周辺関係 

①社会・経済データからみた結びつき、

地方支分部局の管轄区域からみて、首

都圏の範囲をどのように考えるか。

（具体的には新潟県、山梨県、長野県、

静岡県を首都圏に含めるか否か。） 

 

②山梨県を含めた８都県は首都圏整備計

画の区域である一方で、南関東４都県

での広域連携の取組もあることから、

南関東と周辺県を分けるか否か。 

 

③南関東と周辺県を分けるとした場合、

周辺県をどのような区域に設定するか。 

 

 ※国土形成計画法第９条第１項第１号 

首都圏（埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域） 
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Ⅲ．中部圏～北陸地方関係 

①太平洋側から日本海側までを１つの区

域とするか、それとも、北陸地方にお

ける独自の広域連携の取組を踏まえて、

北陸地方と愛知県を中心とする区域

（ここでは仮に東海地方と呼ぶ。）と

を分けるか否か。 

 

②北陸地方にあっては、自然条件や社

会・経済データからみた結びつき、地

方支分部局の管轄区域からみて、新潟

県、長野県、福井県を含めるか否か。 

 

③東海地方にあっては、経済・社会デー

タからみた結びつきや地方支分部局の

管轄区域からみて、長野県や静岡県を

含めるか否か。 

  

※国土形成計画法第９条第１項第３号 

中部圏（愛知県、三重県その他政令で定める県の区域を一体とした区域） 

 

Ⅳ．近畿圏関係 

 ①２府４県については、経済・社会デー

タからみた結びつきや地方支分部局の

管轄区域、広域連携の取組などからみ

て１つの区域とすることが妥当ではな

いか。 

 

②この２府４県に福井県を含めるか否か。

（福井県については、経済、社会デー

タからみた結びつきや地方支分部局の

管轄区域、広域連携の取組からみると、

近畿圏とのつながりと、北陸地方や中

部圏とのつながりの両方が見られ

る。） 

 

 ※国土形成計画法第９条第１項第２号 

近畿圏（京都府、大阪府、兵庫県その他政令で定める県の区域を一体とした区域） 
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Ⅴ．中国地方～四国地方関係 

○中四国一体となった広域連携の取組や、

瀬戸内海の利用と保全、地域の発展に向

けた交通インフラの有効活用など共通の

課題を持っていることから、中国地方と

四国地方を一体とした圏域とするか。 

それとも、それぞれ中国地方開発促進計

画及び四国地方開発促進計画の区域とし

てこれまで計画が策定されてきたこと、

経済・社会データからみた結びつきの強

さ、多くの地方支分部局の管轄区域から

みて、中国地方と四国地方を分けるべき

か。 

 

Ⅵ．九州地方関係 

 ○これまで九州地方開発促進計画の区域

であり、また経済・社会データからみ

た結びつきや地方支分部局の管轄区域

をみても九州が分かれている例は少な

く、これまでのところ地方公共団体や

経済団体から寄せられた意見では、九

州を２以上に分けるものがないことか

ら、九州地方は１つの区域とすること

が妥当ではないか。 

 

 

 

 

 

 


